
瑞穂市新型インフルエンザ等対策行動計画（案）に関するパブリックコメントの実施結果について 

 

１．パブリックコメントの実施状況 

（１）募集期間 令和８年１月５日（月）から令和８年２月４日（水）まで 

（２）提出状況 ２通提出（電子メール２通） 

 

２．意見および市の考え方 

 ※ご意見の内容については、趣旨を損なわない程度に要点しました。また、今回のプランの策定に直接関係がないご意見や、個別の案件については、市

の考えは示しておりません。 

№ 
該当頁・項目 

ご意見の概要 
ご意見に対する市の考え方 

計画（案）

修正の有無 

１ 

 

 

 

 

 

 

P39～ワクチン施策 

健康被害を訴える市民が「原因不明」として放置されたり、

煩雑な制度を前に救済を断念したりする事態を断じて防ぐ体

制が必要です。 

改善提案：１．専門相談窓口の設置と専門医紹介 

２．申請書類の全面的補助 ３．医療機関への協力依頼 

ご提案については、P52 2）健康被害救済への対応として、市は相談

への対応を適切に行うとし、申請受付に関しても、円滑な受理を行うこ

ととしています。 

また、県の計画の中に、「県は副反応や健康被害への相談・診療が可能

な専門的な医療機関を確保する」とありますので、3つ目の項目として、

次のように一文を加えます。「市は、県と連携し、県が確保した副反応

や健康被害への相談・診療が可能な専門的な医療機関の情報を市民に

周知する等、健康被害に対する速やかな救済に向けた支援を行う。」 

有 

２ 

 

 

 

P27 情報提供 

政府見解と異なるリスク情報を「誤情報」として一律に排除

する姿勢は、科学的妥当性や市民の判断権を損なう恐れがあ

ります。 

改善提案：「ワクチンの健康被害」「特例承認という暫定的性格

（治験途中であること）」「マスクの有効性と限界」等の事実

ご提案について、今回の計画では、一律に排除する意味合いは含んで

おりません。 

P28 3-4 偽・誤情報への対応の中の、「市民等が正しい情報を円滑

に入手できるよう、適切に対処する」の部分を、「市民等がメリットと

デメリットの両面を認識して自ら判断できるよう情報を発信する。」に

改めます。 

有 



を、政府見解と等しく提供すること。これらに言及することを

誤情報として扱わないよう配慮し、市民がメリット・デメリッ

トの両面を認識して自ら判断できる材料を提示してくださ

い。 

３  P8（2）基本理念 

対策の「徹底」が、事実上の強制や同調圧力による不利益扱

いに繋がらないための明確な歯止めを求めます。 

改善提案：「感染症対策は市民の理解と納得に基づく自発的な

協力を基本とする」旨を明記すること。身体的自己決定権を尊

重し、いかなる場合も強制や、対策への不参加を理由とした差

別（就労・実習制限等）を行わないことを基本理念に据えてく

ださい。 

P7(2) 基本理念ととらえ回答させていただきます。 

この基本理念は、県の行動計画に準ずるものですので、変更すること

は考えておりません。計画の意味合いとして、市民の理解と協力を得て

行わらなければならないことを含んでおります。 

無 

４ P8（3）基本姿勢 

医療的対応（ワクチン等）に偏らず、人間本来の抵抗力を

高める視点が不可欠です。  

改善提案：基本姿勢に「平時から免疫を高める予防的取組

（十分な睡眠、適度な運動、バランスの取れた食事等）」を

追記し、有事の際も自律的な健康維持を推奨する方針を示し

てください。 

P8(3) 基本姿勢については、県の行動計画に準ずるものですので、

変更することは考えておりません。 

また、改善提案の内容ついては、健康増進計画にて日頃の健康増進に

つながるよう取り組んでいきます。 

無 



５ P8 マスクの取り扱い 

「着用を促す」という表現が、教育現場での実質的な強制

やいじめに繋がることを防ぐ必要があります。 

改善提案：文科省指針に基づき「着用を求めないことが基

本」である旨を明記すること。着用の有無を理由とした不利

益取扱いや排除を断じて許容しない具体的な措置を記述して

ください。  

マスクについては、今回の計画の中では、「マスクの着用を促す」と

いう表現は使用しておらず、「マスク着用等の咳エチケット」という表

現にしております。 

また、教育の現場では、発生した感染症の特徴・特性に基づいて国や

教育機関が決定する方針や指示に従って行動していくことになりま

す。 

無 

６ 情報の正確性を期すべき項目において文言の欠落があるた

め、速やかな訂正を求めます。  

P25 2-1④【訂正前】整合的な情報提・共有を行うことができ

るよう努める。  

【訂正後】整合的な情報提供・共有を行うことができるよう

努める。 

ご指摘ありがとうございます。 

修正いたします。 

 

有 

７ インデント等文書の体裁をそろえると見やすい。 

P25 脱字 整合的な情報提 ・共有 

ご指摘ありがとうございます。 

修正いたします。 

有 

８ 計画全般に対するご意見 

（18,000字あまりの内容であるため、具体的な内容は省略さ

せていただきます） 

ご意見ありがとうございます。 

本計画は、先の新型コロナウイルス感染症の経験を基に、国および県の

行動計画に基づいて作成しております。 

次期パンデミックへの対策行動計画となっておりますので、ご理解く

ださいますようお願いいたします。 

 

無 

 


